
平成２９年（厚）第６０７１号

平成３０年９月２８日裁決

主文
　後記「事実」欄第２の２⑷記載の原処分を
取り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、後記第２の２⑷記
載の原処分を取り消し、老齢厚生年金の年
金額に配偶者を対象者とする厚生年金保険
法（以下「厚年法」という。）第４４条所定
の加給年金額（以下、単に「加給年金額」
という。）の加算を求めるというものであ
る。

第２　事案の概要
１　事案の概要

　本件は、請求人が、A（以下「A」と
いう。）を不該当者であるとする、加算
額・加給年金額対象者不該当届（以下

「本件不該当届」という。）を日本年金機
構（以下「機構」という。）に提出したこ
とに対し、厚生労働大臣が後記２⑷記載
の原処分をしたところ、請求人が、原処
分を不服として、標記の社会保険審査官
に対する審査請求を経て、当審査会に対
し、再審査請求をしたという事案である。

２　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求をするに至る経緯として、次の各
事実が認められる。
⑴　請求人は、平成○年○月○日に６５

歳に達し、同日を受給権取得年月日と
して、Aを対象者とする加給年金額が
加算された老齢厚生年金に係る受給権
を取得し、同年金の支給を受けていた。

⑵　請求人は、平成○年○月○日に、戸
籍上、Aと離婚した。なお、離婚後も
引き続き、請求人に係る老齢厚生年金
の年金額には、Aを対象者とする加給
年金額が加算されていた。

⑶　請求人は、平成○年○月○日（受

付）、機構に対し、本件不該当届を提出
した。なお、本件不該当届には、不該
当となった日として「平成○年○月○
日」を横線で抹消して「平成○年○月
○日」と記載され、不該当となった事
由として「離婚した」及び「受給権者
によって生計が維持されなくなった」、
不該当者の氏名としてAの氏名が、そ
れぞれ記載されている。

⑷　厚生労働大臣は、平成○年○月○日
付けで、請求人に対し、「配偶者がいる
ことにより一定の額が加算されていた
あなたの年金額は、配偶者と離婚（事
実上の婚姻状態の解消を含む）したた
め、減額しました。」として、平成○年
○月から、Aを対象者とする加給年金
額を加算しないものとし、請求人に係
る老齢厚生年金の額を、同月に遡及し
て減額改定する旨の決定（以下「原処
分」という。）をした。

⑸　請求人は、原処分を不服として、標
記の社会保険審査官に対する審査請求
を経て、当審査会に対し、再審査請求
をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　老齢厚生年金の受給権者が、同年金の
受給権を取得した当時、その者によって
生計を維持していたその者の６５歳以下
の配偶者（婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
含む。以下同じ。）があるときは、その者
に支給する老齢厚生年金の額は、加給年
金額を加算した額とするとされ、受給権
者によって生計を維持していたその者の
配偶者とは、当該受給権者と生計を同じ
くしていた者であって年額８５０万円以
上の収入又は年額６５５万５０００円以
上の所得（以下、上記の収入額又は所得
額を「基準額」という。）を将来にわたっ
て有すると認められる者以外のものとさ
れている（厚年法第３条第２項及び第



理人は、別紙２において、原処分は、請
求人とAの住所が平成○年○月○日（以
下「本件別居日」という。）付けで住民票
上異なることとなり、本件別居日以降、
Aが請求人によって生計を維持していた
事実上婚姻関係と同様の事情にある者と
は認められなくなったことによるもので
あるとしたのであるから、本件の問題点
は、Aについて、本件別居日以降におい
ても継続して、請求人によって生計を維
持していた、請求人と事実上婚姻関係と
同様の事情にある者と認めることができ
ないかどうかということである。

第２　事実の認定及び判断
１　本件記録によれば、次の各事実を認定

することができる。
⑴　Ｂ市長がそれぞれ証明する請求人を

筆頭者とする戸籍の全部事項証明書
（平成○年○月○日付け）及びAを筆
頭者とする戸籍の全部事項証明書（同
日付け）によれば、請求人は、昭和○
年○月○日に出生し、昭和○年○月○
日にA（昭和○年○月○日生）と婚姻
して、長男Ｃ（昭和○年○月○日生）
及び長女Ｄ（平成○年○月○日生）を
もうけた後、平成○年○月○日にAの
父亡Ｅ及び母Ｆ（以下「Ｆ」という。）
との養子縁組を離縁し、平成○年○月
○日にAと離婚している。そして、そ
の後、請求人及びAのいずれにも婚姻
関係に関する記録はない。

⑵　Ｂ市長が証明する請求人に係る世帯
員全員の住民票（平成○年○月○日付
け）によれば、請求人は、平成○年○
月○日に○○市○○区○○町○から○
○市○○町○−○−○（以下「ａ宅」
という。）に転入し、平成○年○月○日
にａ宅から同市○○町○−○−○（以
下「ｂ宅」という。）に、平成○年○月
○日（本件別居日）にｂ宅から同市○
○町○○ ○−○（以下「ｃ宅」とい
う。）に、平成○年○月○日にｃ宅から
ｂ宅にそれぞれ転居し、ｂ宅において、
A及びＤと共に同一の世帯をなし、そ
の世帯の世帯主となっている。そして、

４４条第１項、第５項、厚生年金保険法
施行令第３条の５並びに「生計維持関係
等の認定基準及び認定の取扱いについ
て」平成２３年３月２３日年発０３２３
第１号厚生労働省年金局長通知（以下

「本件通知」という。））。
　そして、厚年法第４４条第４項は、加
給年金額が加算された老齢厚生年金につ
いては、受給権者の配偶者が同項各号の
いずれかに該当するに至ったときは、同
条第１項の規定にかかわらず、その配偶
者に係る加給年金額を加算しないものと
し、同条第４項各号のいずれかに該当す
るに至った月の翌月から、老齢厚生年金
の額を改定するとし、同項第２号は老齢
厚生年金の受給権者による生計維持の状
態がやんだとき、同項第３号は加給年金
額の対象者である配偶者が離婚をしたと
きをそれぞれ規定している。また、厚生
年金保険法施行規則第３２条は、老齢厚
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金
の加給年金額の対象者が厚年法第４４条
第４項各号（第４号、第８号及び第１０
号除く。）のいずれかに該当するに至った
ときは、１０日以内に同項各号のいずれ
かに該当するに至ったその加給年金額の
対象者の氏名、その者と受給権者との身
分関係並びにその該当するに至った年月
日及び事由などを記載した加算額・加給
年金額対象者不該当届を機構に提出しな
ければならないと規定している。なお、
厚年法第１００条の１０第１項第１０号
は、厚年法第４４条第４項の規定による
老齢厚生年金の額の改定による事務を機
構に行わせる旨を規定している。

２　請求人が、平成○年○月前において、
Aを対象者とする加給年金額が加算され
た老齢厚生年金を受給する資格を有し、
同年金を受給していたこと、及び、Aが
６５歳に達するのは平成○年○月○日で
あることは、本件記録から明らかであり、
この点について当事者間に争いはないも
のと認められるところ、請求人は前記「事
実」欄第２の２⑷記載の理由による原処
分を不服としているのに対し、保険者代



経済的援助の回数：月約２回程度
経済的援助の内容：生活費はすべ

て請求人の口座から払っていま
した　別居間もほとんど生活を
共にしてました

定期的な音信・訪問についての申立
音信の手段（注：記載なし）
訪問回数（注：記載なし）
音信・訪問の内容：ほとんど毎日

一緒に生活してました
⑸　請求人が、Aについて、生計を維持

していた事実上婚姻関係と同様の事情
にある者であることを示す資料として
提出した主なものに、次のもの（いず
れも写し）がある。
ア　ｄ社ｅ営業所○○課担当者が証明

する、使用場所をｂ宅とする、「○○
○○　○○○○」宛ての電気料金支
払証明書（平成○年○月○日付け）
　平成○年○月分の電気料金が○○
○○円で同月○日に、同年○月分の
電気料金が○○○○円で同月○日
に、同年○月分の電気料金が○○○
○円で平成○年（注：「○」との記載
は誤記と認める。）○月○日に、同月
分の電気料金が○○○○円で同年○
月○日に、同月分の電気料金が○○
○○円で同年○月○日に、同月分の
電気料金が○○○○円で同年○月○
日に、同月分の電気料金が○○○○
円で同月○日に、同年○月分の電気
料金が○○○○円で同月○日にそれ
ぞれ領収されている旨が記載されて
いる。

イ　ｆ社ｇ営業所長が証明する、契約
者を「請求人」、使用場所をｂ宅とす
るガス料金等お支払証明書（平成○
年○月○日付け）
　平成○年○月請求分の入金額が○
○○○円、同年○月請求分の入金額
が○○○○円、同年○月請求分の入
金額が○○○○円、平成○年○月分
の入金額が○○○○円、同年○月請
求分の入金額が○○○○円、同年○
月請求分の入金額が○○○○円、同

その後、請求人の住所に変更はない。
Aは、昭和○年○月○日に○○郡○○
町○からａ宅に転入し、平成○年○月
○日にａ宅からｂ宅に転居し、その後、
住所の変更はない。なお、同市長が証
明する住民票（平成○年○月○日付け）
によれば、Ｆは、平成○年○月○日に
ａ宅からｂ宅に転居し、その後、住所
の変更はない。

⑶　Ｂ市長が証明する平成○年分所得金
額に係るAの市・県民税所得課税証明
書（平成○年○月○日付け）によれば、
Aの平成○年分の所得金額は○万○○
○○円で、その全額が給与所得である。
また、同市長が証明する平成○年分か
ら平成○年分までに係るAの各市・県
民税所得課税証明書（いずれも平成○
年○月○日付け）によれば、Aの所得
金額はいずれも○円である。

⑷  請求人が作成した事実婚関係及び生
計同一関係に関する申立書（平成○年
○月○日付け）に記載された主な内容
は次のとおりである。
　事実婚関係の開始日：平成○年○月
○日・頃

別世帯になっている理由（別居して
いることの理由）：意見の相違から
一時的に別居したが自分も反省す
る所がありお互い年齢的にも老後
を支え合うべきだと思い直した　
別居の間も生活費は請求人の口座
から払っていました。

同居についての申立（事実婚である
ことの理由）：Aは２９年間結婚生
活をしてきましたが今は事情が
あって戸籍上婚姻関係にありませ
んしかしお互いに話し合い協力し
あえる所は助け合って生活してい
ます。事情とは請求人の株取引に
おいて損失と負債を出した事　世
間体も悪く体力的にも年齢的にも
経済的にも支え合っています

経済的援助についての申立
請求人からAに対する経済的援助

の有無：あり



いている様子　迷惑かけていな
ければいいがお金も借りている
様子だし本当に困る人だ疲れる

○月○日：○○（注：○○は判読
不能）に請求人オートバイ車検
代￥○万払う　カギもらう。

○月○日：請求人来るオートバイ
の運転が危ないのに私が水やり
するからいいと話すが気になる
らしい　そんなに大切な盆栽な
ら持って行けばいいのに

○月○日：夕方ｃ宅へ食品持って
行くテレビ見ていた　風呂に入
らない様子で臭う　せめて下着
だけでも着替える様に言うと渋
渋脱いだ　家に持ち帰り洗濯す
る

○月○日：請求人からｔｅｌあっ
た明るい声だった水やってくれ
との事

○月○日：友人からｔｅｌ入り、
Ｇさんが請求人を病院につれて
行くと言っているとの事　行く
のをいやがる　保険証がほしい。
私が連れて行くと言う　やっぱ
り変らしいたしかにそう思うけ
ど今まで私の言う事は聞かな
かった前から私も思っていた

○月○日：食品いろいろ買ってｃ
宅に行く　いつもの顔でテレビ
見て座っている　台所はすごく
きたなく何から手をつけていい
か分からない掃除もしてないの
で少しほうきで掃く風呂に入る
様に言うが聞く耳なし

○月○日：請求人病院予約とる　
医療センター○○外来・・・○
／○、ＰＭ○：○○〜・・・

○月○日：請求人病院につれてゆ
く問診とＭＲＩをとる　脳がち
ぢむアルツハイマー型認知症と
診断された　次回○日検査　貼
り薬をもらって貼る

○月○日：ｃ宅に行く食品持って
昨日の貼り薬を毎日貼らないと

年○月請求分の入金額が○○○○
円、同年○月請求分の入金額が○○
○○円で、平成○年○月請求分から
平成○年○月請求分までのガス料金
及びその他料金に係る領収金額（税
込）が合計○万○○○○円である旨
が記載されている。

ウ　Aが記載した、平成○年から平成
○年までの期間（○月○日から○月
○日までに係るもの（○月○日、○
日、○日及び○日、○月○日、○日、
○日から○日まで及び○日並びに○
月○日及び○日を除く。））に係る５
年日記（以下「本件日記」という。）
　その日における、Aの行動、同人
の所感、同人と請求人、Ｃ、Ｄ又は
Ｆとの関わり、出来事、天候などが、
ほぼ毎日、各日付の欄をほぼ埋め尽
くす形で、連続して、同様の筆跡を
もって記載されている。そして、平
成○年について、請求人に係る主な
記載を摘記すると、次のとおりであ
る。

○月○日：請求人盆栽水やりに来
る寒いのにオートバイ危ない気
がする　家の中で雑煮食べて帰
る

○月○日：食品を買って請求人の
様子を見に行く　部屋で横に
なっていた。ご飯たいて来た。
風呂に入る様に言うが寒いので
いやがる下着だけ着替える

○月○日：５７歳誕生日なのにな
んだか忙しい　請求人水やりに
来る。熱心な事だ考えられない
寒いのに　私をもっと大切にし
てほしいわ。

○月○日：仕事なのに帰ると請求
人からｔｅｌあったと母が言う　
たぶん食品を買う様にとの事だ
ろうと思ったら　盆栽に水やっ
てくれの内容だった　来ない時
は私が水やってると話す。オー
トバイ車検らしい

○月○日：請求人は友人宅へ出向



り薬がちらかっていた
○月○日：請求人来た様子盆栽い

じっていたと母が言う
○月○日：医療センター請求人診

察日だがｃ宅の布団の中で寝て
いて行かないどうでもいいと言
うため１人で行く　診断はアル
ツハイマーではないかもと言わ
れた脳に変な物がたまり脳が変
化してしまう難病かもとのこと
薬もなく治療法はまだ見つかっ
ていないとのこと　細かい検査
をａ病院で受ける様にと先生に
言われた今度○日に診予定
ｃ宅に食品を持って行くと自分
でご飯をあたためて準備してい
た。自宅に帰る様に話すがｃ宅
がいいと言う毎日薬の貼り替え
をするため私がｃ宅に行くのは
大変だと言ったが自分の事しか
考えていない

○月○日：請求人薬貼り替えする
○月○日：ｃ宅、パン分ちゃん

持って行く仏壇の花が変えてあ
りだれか来た様子　貼り薬が自
然にとれてしまうと言った　今
日は背中に貼る

○月○日：ｃ宅に行く。背中に貼
る。大根里芋のみそ煮とパン
持って行く

○月○日：Ｈさんにｔｅｌ・・・
請 求 人 の 病 気 の 事 を 話 し た　
やっぱりそうか私も変だと思っ
ていたと言っていた　請求人を
自宅へ連れて行きたいでも本人
がいやがる事を話す。

○月○日：請求人パンツやシャツ
を洗濯したり　イスに座ってテ
レビを見たり　ウォーキングし
ているとのこと　貼り薬のこと
言っておいた

○月○日：請求人、卵、パン、納
豆を持って行く。薬終り　衣類
着替える。体調変わらず

○月○日：請求人盆栽水やりに来

いけないけど自分でどれだけ管
理できるか分からない　貼り方
を教える。衣類を着替えさせ
る。めんどうな事になった毎日
行くか　ｔｅｌでチェックする
かしないといけない

○月○日：精密検査で○：○○〜
○：○○までかかる。言語と腕
のしびれあり　次回○／○、Ｐ
Ｍ○：○○　食品買って帰る

○月○日：Ｇさんよりｔｅｌ　貼
り薬の管理が出来ないし様子が
変だとのこと　言語がうまく
しゃべれない　自分の意志とは
関係なく手が動くのでコップを
落す。薬が合わないので貼るの
をやめる　３日間貼っただけ　
衣類の着替え洗濯する

○月○日：請求人水やりに来る昨
日調子悪いのにオートバイに乗
るのは危ない　人でも引っかけ
たら大変な事になるので来なく
ていいと話す　１日で調子治る
のも不思議　どうなっているの
か分からないけど人の言う事聞
かないで困る

○月○日：夕方請求人の貼り薬や
る　なんか変になりそう

○月○日：請求人水やりして、そ
の後○○へ食器を買いに一緒に
行く　持ってくＧパンも持って
行く

○月○日：ｃ宅に里芋の煮物と食
品を買って持って行く￥○○○
○　布団の中で横になっていた　
いつもと変わらず　衣類着替え
る　１ヶ月ほど風呂に入ってい
ないらしい

○月○日：請求人臭うので風呂に
入る様に言う寒いでいやだと言
う　だらしない変人になった　
あんまり言うと怒鳴るので相手
にしないのが一番　貼り薬はる
けど自分で取ってしまうみたい
で昨日貼ったのがなかった　貼



えて話し合う１人では生きて行
けない

○月○日：ｈ銀行年金分をｉ銀行
に入金した　住民移動届を○○
にした

エ　ｉ銀行の請求人名義の総合口座
（以下「本件口座」という。）に係る
通帳（平成○年○月○日から平成○
年○月○日までの取引が記帳されて
いるもの。以下「本件通帳」という。）
　主な出金について、「○○○○○
○」と記載されたガス料金の振替と
して、平成○年○月○日に○○○○
円、同年○月○日に○○○○円、同
年○月○日に○○○○円、平成○年
○月○日に○○○○円、同年○月○
日に○○○○円、同年○月○日に○
○○○円、同年○月○日に○○○○
円、同年○月○日に○○○○円、同
年○月○日に○○○○円及び同年○
月○日に○○○○円が、電気料金の
振替として、平成○年○月○日に○
○○○円、同月○日に○○○○円、
同年○月○日に○○○○円、平成○
年○月○日に○○○○円、同年○月
○日に○○○○円、同年○月○日に
○○○○円、同年○月○日に○○○
○円、同月○日に○○○○円、同年
○月○日に○○○○円及び同年○月
○日に○○○○円が、「○○○○　
○○○○○」と記載された衛生料の
振替として、平成○年○月○日に○
○○○円、同年○月○日に○○○○
円、平成○年○月○日に○○○○円
及び年○月○日に○○○○円が、

「○○　○○○○○○○」と記載され
た振替として平成○年○月○日に○
○万○○○○円が、並びに、「○○○
○」と記載された固定資産税の振替
として、同月○日に○○○○円と○
万○○○○円及び平成○年○月○日
に○○○○円と○万○○○○円が、
それぞれ記帳されている。また、主
な入金について、「○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○　

る　昼食カレー食べた　しばら
くテレビみている何を考えてい
るか言葉少なく分からない　風
呂に入れる　衣類を洗濯する疲
れる

○月○日：Ｉさんと２人で請求人
又来て盆栽いじっている　あっ
ちこっちと動かしているらしく
移動している母が言う　私がい
なくては風呂に入れられない

○月○日：請求人パッチ貼る　盆
栽水やりに来る昼食して帰る　
とにかく薬を貼るしか今はやれ
ない風呂に入れる　入れば気持
ちいい様子　衣類は別で洗濯す
る

○月○日：ｃ宅からｔｅｌで食品
買って持っていく　薬もはる　
おじやが作ってあったナベ一杯
でおどろく　兄と２人で食べて
いる１日中？

○月○日：請求人盆栽水やにに来
る気になるらしい　ｃ宅に持っ
て 行 く か こ っ ち に も ど る か　
はっきりしてほしい　話をして
もあんまり話をしたがらない言
葉スムーズに出づらい様子

○ 月 ○ 日： 請 求 人 は 変 わ ら ず
ヒョーヒョーとした顔して今日
は盆栽の植替えしていた　かな
り真剣な熱の入れよう　風呂に
入れる

○月○日：請求人携帯新しくする　
明日の病院をいやがる　どうで
もいい治らないと言う。治らな
いけど今の状態を維持させるた
めと話す。

○月○日：請求人病院。ＰＭ○：
○○　先生が４月から代わる

○月○日：年金の入っていた郵貯
の通帳をなくしたと請求人が言
うので再発行してもらうため郵
局に行った。一人では管理でき
ないので何回も作り直している
始末　今後はお互い先の事も考



カ　○○共済が作成した請求人宛ての
「フォルダー登録契約のご案内（個人
のご契約）」と題する書面（平成○年
○月○日時点の状況が記載されたも
の）
　請求人を共済契約者とする建物更
生共済契約について記載があり、共
済の目的をｂ宅に所在する木骨瓦葺
２階建防火造の住宅とし、被共済者
として「共有）請求人」、契約番号と
して「○○○○」、契約（始期）年月
日として「Ｈ○．○．○」、共済期間

（通算共済期間）として「○年（○
年）」、経過年数として「○年」など
が記載されている。

キ　○○農業協同組合○○支店が証明
する共済掛金払込証明書（平成○年
○月○日付け）
　平成○年○月○日引落分につい
て、共済の種類が「建物更生共済」、
契約番号が「Ｎｏ．○○○○」、共済
払込金額が「○○○，○○○円」、引
落口座名義人が「請求人様」である
ことなどが記載されている。

⑹　審理期日に再審査請求代理人でもあ
るAが陳述した内容の主なものは、次
のとおりである。
　請求人とAの離婚は、請求人が株取
引で負債を抱えることとなり、ｂ宅の
土地及び建物が、請求人、A及びＦの
共有名義であったことから、請求人の
負債の影響がその土地及び建物へ及ば
ないようにするため、請求人の負債な
どの問題が整理でき落ち着いたら籍を
元に戻すという約束によりしたもので
ある。そして、請求人とAは、平成○
年○月の連休後に、再度、婚姻の届出
をしたが、婚姻の届出についてはもう
少し早い時期にしてもよかった。本件
日記は、Aが５年日記を入手したこと
を機に平成○年○月から付け始めたも
ので、Aにはそれ以前に日記を付ける
習慣はなく、同月前の日記はない。そ
して、本件日記中の「請求人」は請求
人を、「ｃ宅」はｃ宅をそれぞれ指し、

○○○○○○○○○○」と記載され
た振込入金として、平成○年○月○
日に○万○○○○円、平成○年○月
○日に○万○○○○円、同年○月○
日に○万○○○○円及び同年○月○
日に○万○○○○円が、「○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○」と記載
された振込入金として、平成○年○
月○日に○万○○○○円、平成○年
○月○日に○万○○○○円、同年○
月○日に○万○○○○円及び同年○
月○日に○万○○○○円が、並びに、

「○○○○○○○○○○○○○○」
と記載された振込入金として、平成
○年○月○日に○万○○○○円及び
平成○年○月○日に○万○○○○円
が、それぞれ記帳されている。

オ　○○○○医療センターのＪ医師が
作成した請求人に係る診断書（平成
○年○月○日付け。以下「本件診断
書」という。）
　傷病名をアルツハイマー型認知症
疑いとして、次の記載がある。
　以下診療記録より抜粋した。○○
○○年（注：平成○年）○月○日当
院○○外来初診。本人は病識欠如し
ており、受診拒否があり妻に付き添
われ来院した。６０歳ころより物忘
れは発症していた。歩行障害やパー
キンソニズムは認めない。失語、失
書、失行を認めた。血液検査では脂
質異常症を認めた。認知機能検査は
ＡＤＡＳ：４８．３点、ＭＭＳＥ：
８点、Ｂｅｈａｖｅ−ＡＤ：１点、
Ｊ−ＺＢＩ：１８点と高度な障害あ
り。頭部ＭＲＩ検査では白質病変は
軽度、側頭葉優位の脳萎縮を認めた。
アルツハイマー型認知症疑いとして、
イクセロンパッチ治療開始した。そ
の後も怒り、イライラ、病識欠如、
通院拒否はあった。進行も早く、脳
血流検査などさらなる精査が必要と
なり、○○○○年○月○日にａ病院
ｂ科に紹介した。



将来にわたって有すると認められる者
以外のものであることが必要であると
している。ただし、これにより生計維
持関係の認定を行うことが実態と著し
く懸け離れたものとなり、かつ、社会
通念上妥当性を欠くこととなる場合に
は、この限りでないとしている。
ア　現に起居を共にし、かつ、消費生

活上の家計を一つにしていると認め
られるとき

イ　単身赴任、就学又は病気療養等の
止むを得ない事情により住所が住民
票上異なっているが、次のような事
実が認められ、その事情が消滅した
ときは、起居を共にし、消費生活上
の家計を一つにすると認められると
き
ア  生活費、療養費等の経済的な援

助が行われていること
イ　定期的に音信、訪問が行われて

いること
⑵　上記のような基準は、一般的・基本

的なものとして、相当と解されるので、
本件をこれに照らして検討し、判断す
ることとする。
　前記１の各認定事実によれば、Aを、
本件別居日以降においても継続して、
請求人が生計を維持していた、請求人
と事実上婚姻関係と同様の事情にある
者と認めるのが相当である。
　すなわち、前記１⑴及び⑵によれば、
請求人とAは、平成○年○月○日に離
婚した後も、本件別居日（同年○月○
日）まで、共にｂ宅に住所を定めてい
たことが認められ、その後、４か月も
経ない平成○年○月○日に、請求人が
ｃ宅からｂ宅に転居したことにより、
再び、請求人とAは共に、ｂ宅に住所
を定め、請求人を世帯主とする世帯に
属すこととなったことが認められる。
そして、前記１⑸ア、イ、カ及びキ並
びに本件通帳によれば、ｂ宅に係る、
ｄ社との電気供給契約、ｆ社とのガス
供給契約及び○○共済との建物更生共
済契約の契約者はいずれも請求人であ

本件別居日以降も継続して、本件日記
に記載の内容と同様に、請求人はｂ宅
を訪問して盆栽の水やりや食事をし、
Aもｃ宅を訪問して掃除をしたり、請
求人に買い物を届けるなどして暮らし
ていた。また、本件通帳に記帳された

「○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○　○○○○○○○○○
○」、「○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○
○」及び「○○○○○○○○○○○○
○○」との記載がある振込入金は、い
ずれも請求人に係る企業年金の入金で
あり、平成○年○月○日の離婚後も、
請求人は、同人の年金により、ｂ宅に
係る電気代、ガス代、建物更生共済契
約の共済掛金などの生活費を賄ってい
た。

２　以上の認定事実に基づいて、検討し判
断する。
⑴　保険者は、戸籍上の夫婦でない者を

厚年法第３条第２項にいう事実上婚姻
関係と同様の事情にある者とする認定、
加給年金額の対象者に係る生計維持関
係の認定等の取扱いについて、本件通
知を定めており、本件通知によると、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者
とは、いわゆる内縁関係にある者をい
うとし、内縁関係とは、婚姻の届出を
欠くが、社会通念上、夫婦としての共
同生活と認められる事実関係をいい、
①　当事者間に、社会通念上、夫婦の
共同生活と認められる事実関係を成立
させようとする合意があること、②　当
事者間に、社会通念上、夫婦の共同生
活と認められる事実関係が存在するこ
と、の二要件が具備されていなければ
ならないとし、生計維持関係の認定に
ついては、生計維持認定対象者が、受
給権者の配偶者であり、住所が受給権
者と住民票上異なっている場合に受給
権者との生計維持関係が認められるた
めには、次のア又はイのいずれかの生
計同一要件を満たす必要があるとし、
加えて、基準額以上の収入又は所得を



身の回りの世話をしていること、Aが
請求人を気遣っていることなどが記載
されていることが認められる。そして、
本件診断書には、本件日記にも記載の
ある、平成○年○月○日の○○地域医
療センターの○○○外来への初診時に
ついて、「本人は病識欠如しており、受
診拒否があり妻に付き添われ来院し
た。」と記載され、「アルツハイマー型
認知症疑いとして、イクセロンパッチ

（注：アルツハイマー型認知症治療剤）
治療開始した。」旨も記載されているこ
とが認められるのである。そうすると、
本件日記が存する平成○年○月以降に
おいては、請求人とAはお互いにｂ宅
及びｃ宅を訪問し、請求人とAは、社
会通念上の夫婦であるように、請求人
はAを頼りにし、Aも請求人を気遣い、
請求人の身の回りの世話をしているこ
とが認められ、診療記録に基づき記載
された本件診断書においても、Aが

「妻」と記載されていることが認められ
るのであるから、少なくとも、同月以
降は、請求人とAは、上記⑴①及び②
の要件を具備していたものと認めるの
が相当であり、事実上婚姻関係と同様
の事情にある者であったと認めるのが
相当である。
　そして、保険者代理人も審理期日に
おいて、請求人とAが、平成○年○月
○日の離婚後も本件別居日前までは、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者
であることを認める旨陳述しているこ
と、並びに、上記説示のとおり、請求
人が、本件別居日以降においても、引
き続き、ｂ宅に係る光熱費、火災共済
等の費用を負担していたこと、及び、
請求人とAが平成○年○月○日に再び
ｂ宅において世帯を共にするに至った
ことを考え併せれば、請求人が抱える
こととなった株取引による負債が、請
求人とAらの共有名義であるｂ宅所在
の不動産に影響を及ばさないようにす
るため、請求人とAは、平成○年○月
○日に戸籍上離婚し、請求人とＦとの

り、本件別居日以降においても、ｂ宅
に係る上記各契約の契約者であること
が推認され、平成○年○月分から平成
○年○月分までのｂ宅に係る電気料金
及びガス料金の振替並びにｂ宅の建物
更生共済契約に係る平成○年○月○日
の共済掛金の振替について、いずれも
請求人名義の本件口座からされている
ことが認められる。さらに、本件通帳
に記帳された主な入金である「○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○　○○○○○○○○○○」、「○
○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○」及び

「○○○○○○○○○○○○○○」と
の記載がある振込入金は、いずれも請
求人に係る老齢年金給付によるもので
あることが推認されるところ、本件口
座は、本件別居日以降において、請求
人に係る老齢年金給付の入金口座で
あったと認めるのが相当であり、請求
人は、本件別居日以降においても、ｂ
宅に係る光熱費、火災共済等の費用を
負担していたと認めるべきである。ま
た、本件日記については、前記１⑸ウ
に記載のとおり、Aが記載した平成○
年から平成○年までの５年日記の一部
であるが、同人の行動、同人の所感、
同人と請求人、Ｃ、Ｄ又はＦとの関わ
り、出来事、天候などが、ほぼ毎日、
各日付の欄をほぼ埋め尽くす形で、連
続して、同様の筆跡をもって記載され、
その記載内容及び形状からも不自然な
点は認められず、その記載内容は信用
するに足るものと認めるのが相当であ
るところ、平成○年については、その
大半の日付において、請求人に係るこ
とが記載され、請求人が、盆栽に水を
やりに頻繁にAの所（ｂ宅）に来ては、
食事や入浴をして帰っていること、請
求人がAを頼りにしていること、Aも、
頻繁にｃ宅を訪問し、請求人に食べ物
や洗濯物を届け、掃除をしたり、請求
人の通院に付き添ったり、請求人に貼
り薬を貼ってあげたりして、請求人の



衝突から本件別居日以降、別居するに
至ったものの、本件別居日以降も継続
して、本件日記の記載内容と同様に、
社会通念上の夫婦の共同生活をしてい
たとする請求人の主張も、十分に信用
するに足るものと認められ、本件別居
日以降（平成○年○月前）においても、
請求人とAは、引き続き事実上婚姻関
係と同様の事情にある者であったと認
めるのが相当である。
　また、上記説示のとおり、請求人は、
本件別居日以降においても、引き続き、
ｂ宅に係る光熱費、火災共済等の費用
を負担しているのであるから、Aは、
上記⑴イの生計同一要件を満たしてい
ると認めるのが相当であり、前記１⑶
によれば、Aは、基準額以上の収入又
は所得を将来にわたって有すると認め
られる者以外のものと認められ、請求
人によって生計を維持していた配偶者
であると認めるべきである。

⑶　以上によれば、Aは、本件別居日以
降においても継続して、請求人によっ
て生計を維持していた請求人の配偶者
と認められるべきであるから、平成○
年○月から、請求人の老齢厚生年金に
Aを対象者とする加給年金額を加算し
ないとした原処分は、相当とはいえず、
取り消されなければならない。

　以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。




